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甲府市農業委員会４月定例総会議事録 

 

１．日  時  令和２年４月２８日（火曜日）午前１０時００分から午前１０時３０分 

 

２．会  場  甲府市役所本庁舎６階大会議室 

 

３．出席委員（18名） 

     会長・西名武洋  会長職務代理者・柿嶋 敦 

   【農業委員】 

1番 保坂 敬夫  2番 福島 昌之  3番 矢﨑 正勝    4番 米山 夫佐子 

5番 落合 洋子  6番 田中 由美  7番 土屋 三千雄  8番 長田 孝夫 

9番 菊島  建  10番 關野  登 12番 花形 満寛  13番 末木 瑞夫 

  14番 土屋 正人  15番 萩原 爲仁 16番 小林 雅宗   17番 山本  一 

 

４．欠席委員（1名）  

  【農業委員】 

11番 森  信二  

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

   事 務 局 長 石川  満 

農地係 係 長  斉藤 欣也 

    係 長 青木  進 

   振興係 係 長 牧野 公治 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第２号 令和２年５月告示分農用地利用集積計画について 

 

 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号 耕作土搬入届出について 

報告第５号 農用地利用集積計画の解約について 

 

午前 10時 00分 開会 
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○事務局（斉藤係長） 

   はじめに、事務連絡をさせていただきます。4 月 16 日、政府が「新型コロナウイル

スによる非常事態宣言」を全国に拡大しました。甲府市では公民館を含む市の施設が、

原則使用禁止となったことにより、総会日程の見直しや、農地調査の方法など緊急で

協議し変更後の日程表を委員の皆様にお知らせいたしました。別紙でお配りした農業

会議からの通知により、農業委員会総会の開催は、農業委員会法第 27条第 3項により、

農業委員の過半数の出席で開催するよう定められており、現時点では書面決議は認め

られておりません。そのため、総会を短時間で行えるよう、事前に配布しました議案

に対するご質問やご意見がある方は、総会前日までに事務局にご連絡をいただき、総

会にて回答いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

本来であれば、年度初めの定例総会になりますので、最適化推進委員の方にもご出

席いただくところですが、新型コロナウイルス蔓延予防のため、「三蜜」を避けること

が要請されておりますので、定例総会および農地調査は、農業委員のみで行うことと

し、農地利用最適化推進委員の皆様は、当面、同席しないことといたします。 

それでは、令和２年４月定例総会を始めます。 

本日の総会は、農業委員定数 19名中 18名が出席し、過半数に達しておりますので、

農業委員会等に関する法律第 27条第 3項の規定により、この会議が成立していること

をご報告いたします。 

つづきまして、西名会長よりごあいさつをいただきます。会長お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

《 西名会長 挨拶 略 》 

 

○事務局（斉藤係長） 

   ありがとうございました。それでは、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長

が議長を務め会議を進めて参ります。会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

   ただ今から、甲府市農業委員会 4 月定例総会を、農業委員会等に関する法律、並び

に甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参ります。 

   まず始めに、4 月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により 14 番の土屋

正人委員と、15番の萩原爲仁委員のお二人にお願いしたいと思います。 

 

○議長（西名会長） 

それでは議案審議を始めます。議案第 1 号は農地法第 5 条による許可申請について

です。事務局より説明してください。 
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○事務局（青木係長） 

今月の 5 条許可申請は、所有権移転が 3 件、賃貸借が 2 件、使用貸借が 1 件となり

ます。議案書 1 ページの 1 番、2 番、地図は 1 ページの 5 条№1、2 をご覧ください。

申請地の所在、地目、面積、譲受人、譲渡人については議案書記載のとおりです。将

林橋から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面、南面は用悪水路、西面は宅地、北

面は道路となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○しているが、○○○○○○○○○○○が不足し、

土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、取得

し○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして議案書 3 番、地図は 2 ページの 5 条№3 をご覧ください。申請地の所在、

地目、面積、譲渡人、譲受人については議案書記載のとおりです。桜橋から○○ｍほ

ど○○に位置する農地で、東面、北面、西面は宅地、南面は道路となっています。農

地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は、○○○○○となったため、申請地

を取得し、○○○○○○○したいとのことです。転用後は○○○○○○○○○○○す

る予定です。 

続きまして、議案書 2ページの 4、5番、地図は 3ページの 5条№4、5をご覧くださ

い。申請地の所在、地目、面積、賃借人、賃貸人については議案書記載のとおりです。

小瀬スポーツ公園入口交差点から○○ｍほど○○の範囲に位置する農地で、東面は道

路及び宅地、南面は宅地及び農地、西面は宅地、北面は宅地及び農地となっています。

農地区分は、第 2 種農地と判断しました。賃借人は、隣接地において、○○○○○○

○○○○しているが、付属する○○○○○○○○○○○○が不足しており、土地選定

していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、賃借し○○○

○○○○○○○○○○として、転用したいとのことです。 

続きまして議案書 3ページの 6番、地図は 4ページの 5条№6をご覧ください。申請

地の所在、地目、面積、貸人、借人については議案書記載のとおりです。かわせみ橋

から○○ｍほど○○○に位置する農地で、東面、西面、北面は農地、南面は道路とな

っています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。借人は、〇〇〇〇〇となった

ため、申請地を使用貸借し、○○○○○○○したいとのことです。転用後は○○○○

○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 7 番、4 ページの 8 番、地図は 5 ページの 5 条№7、8 をご覧く

ださい。申請地の所在、地目、面積、賃借人、賃貸人については議案書記載のとおり

です。上曽根交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面、南面は宅地及び農

地、西面は宅地、北面は農地となっています。農地区分は、第 3 種農地と判断しまし

た。賃借人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○しているが、○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○しており、土地選定していたところ、申請地が立地条件

及び利便性に適していることから、賃借し○○○○○○○○○○○○○○○として、

転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 9、10番、地図は 6ページの 5条№9、10をご覧ください。申請
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地の所在、地目、面積、譲受人、譲渡人については議案書記載のとおりです。中畑交

差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面、北面は農地、南面、西面は雑種地

となっています。農地区分は、第 1種農地の不許可の例外と判断しました。譲受人は、

隣接地において○○○○○○○○○しているが、○○○○が不足しており、土地選定

していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、取得し○○○

○として、転用したいとのことです。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局からの説明が終わりました。通常であれば、ここで地元委員からの補足説明

をいただいておりますが、このような緊急事態ですので、農地調査の時に事務局と委

員さんで、納得いただけるような協議をして頂いていると思います。また、質問につ

きましても、時間短縮のため、事務局から通知の中で、「事前に連絡をお願いします」

とありました。先ほど事務局と打ち合わせをした際にも、事前の質問はなかったとい

うことですので、特別に補足説明がある場合のみ、お願いいたします。いかがでしょ

うか。 

○市街化区域委員（花形委員） 

   7 番、8 番の案件の図面では、2 か所が該当地になっていますが、図面での広さと、

議案の面積とが合わないような気がしますが、教えてください。 

○議長（西名会長） 

面積のことについて、事務局で説明してください。 

○事務局（青木係長） 

   面積につきましては、7番と 8番で合計約 50ａとなっていますが、図面にある通り、

道路の北側と南側に約 20ａと 30ａの農地を 7 番と 8 番の人が持っていて、8 番の人は

南側の一部の農地を持っているということです。 

○議長（西名会長） 

よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、特別ないようですので、議案第 1 号の農地法第 5 条の規定による許可申

請に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の賛成の挙手をいただきましたので決定させていただきます。議案第１号のう

ち、3 番、6 番、9 番、10 番の議案については、1,000 ㎡未満の案件となりますので、

許可書の交付をして参ります。それ以外の案件は、1,000㎡以上になりますので、許可

相当ということで、県農業会議に諮問してまいります。 

   つぎに、報告第 1号から第 4号について、事務局より報告をお願いします。 
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○事務局（青木係長） 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 5 ページをご覧ください。先

月の総会案件のうち、5条の申請について山梨県農業会議へ諮問をした結果、いずれの

案件も許可相当との答申を受けました。6 ページからは令和 2 年 3 月 17 日から令和 2

年 4月 17日までに受理しました相続等の届出や市街化区域における各種の届出を掲載

しております。なお、それぞれの転用目的や農地の所在、届出人等につきましては、

議案書に記載のとおりであり、受理通知につきましては、事務局長の専決により交付

済みとなっております。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

こちらは報告事項ですので、ご了承をお願いいたします。 

つぎに、議案第 2 号、令和 2 年 5 月告示分農用地利用集積計画について事務局より

説明してください。また、関連がありますので、報告第 5 号農用地利用集積計画の解

約についても併せて説明してください。 

 

○事務局（牧野係長） 

農地銀行を利用する案件は、所有権移転 1 件、新規設定 2 件、再設定 3 件、計 6 件

の申し出がありました。議案書 13ページの表は、所有権移転です。山城地区からの申

出がありまして、合計面積は 341㎡です。議案書 15ページの表は、新規設定です。玉

諸・山城地区からの申し出があり、合計面積は 5,019 ㎡です。中段の表は、令和 2 年

度の目標面積 109,300 ㎡に対し、設定面積は 16,615 ㎡、達成率は 15％です。続いて

16 ページの表は、再設定です。山城地区からの申し出があり、合計面積は 4,398 ㎡で

す。中段の表、令和 2年度の目標面積 343,700㎡に対し、設定面積は 26,048㎡、達成

率は 8％です。14ページ 1番は所有権移転です。17 ページ 1 番から 18 ページ 2 番は

新規設定です。18 ページ 3 番から 19 ページ 5 番は再設定となっています。補足説

明が必要となる、所有権移転、新規就農者、法人の案件を読み上げさせていただき

ます。その他につきましては、議案書記載のとおりとなっています。  

それでは、14ページ 1番をご覧ください。所有権移転の案件を説明します。譲受人・

譲渡人及び、所在、地目、面積、利用目的、売買価格については、記載のとおりとな

っております。申請地は中町北交差点より○○ｍほど○○○に位置する農地になりま

す。譲受人は○○歳、○○○○○ａほどの経営地を有し、○○○○○○○○○○○○

○○しております。この農地の所有権移転については、譲受人が、譲渡人から使用貸

借していた農地について今後のさらなる○○○○を見据えて所有権移転を行うことに

なりました。移転後の農地については○○○○○○○○○○していくとのことです。 

続いて、17 ページ 1 番をご覧ください。農地所有適格法人の案件を説明します。借

り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載のとお

りとなっております。借り手につきましては、平成○○年○○月○○日に会社設立し

ました。○○○○○○○○○○○○しています。甲府市で借りる農地は○○○○○○

して○○○○○○するそうです。以上、全ての案件の借り手の経営地は、利用権設定
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に必要な下限面積及び、農作業従事日数を超えており、耕作に供すべき農用地のすべ

てを効率的に利用しております。これらを踏まえ、甲府市の農業経営基盤の強化の促

進に関する基本的な構想に適合していることから、農業経営基盤強化促進法第 18条第

3項による借手の要件を満たしております。 

引き続き、農用地利用集積計画の解約の報告です。議案書は 20ページをご覧くださ

い。今月は 3 件の解約となります。解約の内容、理由につきましては、記載のとおり

となっております。解約の届けが提出されましたので報告いたします。以上案件につ

いて説明を終わります。 

○議長（西名会長） 

   事務局から、説明が終わりました。ここで、所有権移転や新規就農者及び法人など

が関係する案件若しくは特殊な案件について、地元委員から、説明をいただくことと

しております。それでは、所有権移転の 1 番の案件について、山城地区の關野委員か

ら補足説明をお願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

   1番の案件ですが、すでに譲受人が譲渡人の農地を○○ａ借りているという状況の中

での所有権移転となり、特に問題はないと思います。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。つぎに、利用権設定の 1 番の案件について、玉諸地区の

落合委員から補足説明をお願いします。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

   落合です。よろしくお願いいたします。この案件については、借り手もしっかりし

ていて○○○○○○○○○○○ということで、特に問題ないと思います。よろしくお

願いいたします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

特殊な案件ということで地元委員より補足説明をいただきました。こちらも、事前

に質問の連絡がなかったということですが、特別ご質問がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、採決をさせていただきます。 

議案第 2号所有権移転および利用権設定に賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。全員の方の賛成の挙手をいただきましたので、議案第 2

号は決定させていただきます。なお、報告第 5 号については、報告事項ですのでご了

承をお願いします。 
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○議長（西名会長） 

   以上で本日予定をしている案件の審議を終了しましたが、議案以外で皆様の方から

何かありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

特別ないようですので、非常時でございます。今回の総会については、委員の皆様

のご協力により極めて短時間で円滑に終わることができました。このことに感謝申し

上げ、以上をもちまして 4 月定例総会を終了いたします。ご協力ありがとうございま

した。 

 

午前 10時 30分 閉会 


